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国民健康保険・後期高齢者医療制度のお知らせ
脳ドックの受診費用を助成

　保健事業の一環として脳ドック受診費用の一部を助成します。
脳 塞等の脳の疾患は、発症を防ぐための予防が大切です。

対　象　 40歳以上の国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者で
保険料の未納がない方

助成額　 受診費用の２分の１　※２か年度連続して助成を受けることはできません
限度額　 ２万円
※受診医療機関の指定はありません。医療機関・受診日・受診費用の決定後、申請してください

申請・問合せ　国保年金課管理係（区役所１階）　☎内線２３７２

日帰り温泉（温浴）施設の利用割引 　国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者とその世帯の方は、健康保持・
増進のため、下表の施設を割引料金で利用できます。

施設名（所在地） 電話番号
利用料金（税込）

利用方法
通　常 割引後

浅草R
ロ ッ ク ス

OXまつり湯
（台東区浅草１-25-15ROX７階）（３８３６）７８７８

大人（中学生以上） 2750円 1890円 保険証を施設の窓口で提示
※利用日、時間帯等で割増料金があります
▶㈯・㈰・㈷・特定日：330円割増
▶ 深夜（午前０時～５時）：275円（30分ごと）割増

小人（４歳～小学生） 1375円 945円

東京染井温泉S
サ ク ラ

akura
（豊島区駒込５-４-24） （５９０７）５５６６

大人（中学生以上） 1320円 1100円 区役所1階国保年金課・各区民事務所で配布する割
引券（１人１枚）を施設へ持参（コピー不可）
※㈪～㈮（年末年始・G

ゴールデンウィーク

W・お盆を除く）小人（３歳～小学生） 770円 ―

タイムズ スパ・レスタ
（豊島区東池袋４-25-９タイム
ズステーション池袋10～12階）

（５９７９）８９２４ 一般利用（18歳以上）
※ 18歳未満は利用不可 2850円 2500円

保険証を施設の窓口で提示
※利用日、時間帯等で割増料金があります
▶㈯・㈰・㈷・特定日：400円割増
▶深夜（午前０時～５時）：500円（60分ごと）割増

万葉倶楽部横浜みなとみらい
（神奈川県横浜市中区新港２-７-１）０５７０（０７）４１２６

大人（中学生以上） 2750円 2530円
保険証を施設の窓口で提示
※中学生以上は別途入湯税（100円）がかかります小学生 1540円 1430円

幼児（３歳～未就学児） 1034円 ―
※料金等は変更になる場合があります。詳細は、各施設にお問い合わせください

　児童虐待相談は、平成30年度に全国で約16万件、荒川区で約300件と年々増加しています。主に、子
どもの前での夫婦げんかや配偶者に対する暴力（面前ＤＶ）による心理的虐待が増加しています。

　子育てで悩んでいることがあれば、ひとりで抱え
込まず、子ども家庭支援センター等（下表）に相談
してください。
　また、区内19か所の子育て交流サロンでも、子
育ての悩みを相談することができます。各サロンに
ついての詳細は、子ども家庭支援センターにお問い
合わせください。

相談先 電話番号 相談日時
◆ 子ども家庭支援センター （３８０５）５５２３ ㈪～㈮ 午前８時30分～午後５時15分
あらかわキッズ・マザーズコール24 ０１２０（５３６）８８３

24時間（年中無休）
児童相談所全国共通ダイヤル １８９（いち・はや・く）

◆ 荒川区子どもの悩み110番 ０１２０（１３６）１１０
㈪～㈮

午前 ９時～午後５時
◆ 東京都北児童相談所 （３９１３）５４２１

子どもの虐待防止センター （６９０９）０９９９
午前10時～午後５時

㈯ 午前10時～午後３時
※◆は、㈷・年末年始等を除く

　保護者の育児疲れや入院等に伴い、一時的に養育が
困難になった２歳～中学３年生の子どもを自宅で短期
間預かる「協力家庭」を募集しています。詳細は、お
問い合わせください。

［期　日］11月22日㈮　
［時　間］午前10時30分～正午
［場　所］サンパール荒川５階第７集会室
［定　員］80人（申込順）
［託　児］１歳以上の未就学児（申込順）
［講　師］大正大学臨床心理学科教授・玉井邦夫氏
［申込み］ 10月21日㈪から子ども家庭支援センターへ

11月は児童虐待
防止推進月間

オレンジリボンには子どもの虐待を防止
するというメッセージが込められています

●身体的虐待　殴る、蹴る、首を絞める、激しく揺さぶる、戸外に長時間閉め出す等
●ネグレクト（養育の放棄・怠慢）　適切な衣食住の世話をせず放置する、未就学児を
家に置いたまま外出する、家に閉じ込める・登校させない、同居人による虐待を親が
放置する等

●心理的虐待　無視・拒否的な態度、言葉による脅し、脅迫、兄弟間での差別的な扱
い、ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）の目撃等

●性的虐待　性的暴行、性的行為を見せる、ポルノグラフィーの被写体にする等
※ 児童虐待が疑われる様子を発見した場合、子ども家庭支援センターや児童相談所全国共通ダイヤル
（下表）に連絡してください。地域の皆さんからの連絡が早期発見・早期対応につながります

（仮称）荒川区子ども家庭総合センターを（仮称）荒川区子ども家庭総合センターを
開設します開設します

　区では、子どもに関するあらゆる相談に対応
し、すべての子どもと家庭への一貫した支援を
行うため、令和２年４月に（仮称）荒川区子ど
も家庭総合セン
ターを開設しま
す。一時保護等
の「児童相談所
機能」は令和２
年７月から実施
します。

子ども家庭支援センター ☎（３８０５）５５２３相談・申込み・問合せ


